
令和７年第９回定例教育委員会会議 

 

日  時  令和７年９月３０日（火） 

午後１時３０分から 

場  所 中央図書館 ２階 視聴覚ホール 

 

 

議     題 

 

 

日程第一 議事事項 

議案第２２号 令和８年度当初教職員人事異動方針・細部事項について 

 

日程第二 報告事項 

 （１）全国学力・学習状況調査の結果について 

 （２）埼玉県学力・学習状況調査の結果について 

 （３）令和７年度いじめのない学校づくり子ども会議の報告について 

 （４）令和７年度イングリッシュサマーキャンプ及び英検補助金の取組 

状況について 

 （５）第３回小学生ロボコン・富士見市大会について 

 （６）その他 

・社会科展の開催について 

 



 

議 案 第 ２ ２ 号 

 

 

 

令 和８年度当初教職員人事異動方針・細部事項について 

 令和８年度当初教職員人事異動に係る富士見市教育委員会の方針を別添のとおり定

める。 

 

 

 

令和７年９月３０日提出 

 

 

 

富士見市教育委員会     

教育長 山 口 武 士     

 

 

 

提 案 理 由 

 令和８年度当初教職員人事異動を行うにあたり、本市の人事異動方針・細部事項を

定めたいので、この案を提出します。 
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令和８年度当初富士見市教職員人事異動の方針 

 

１ 基本方針 

（１） 教育界の活性化を図り、気風を刷新して教育効果を高めるため、人材を抜擢

し、適材を適時に適所に配置することを基本に異動を推進する。 

（２） 教育界の人材育成を期して、教職員の視野を広め職務経験を豊かにするため

の異動を推進する。 

（３） 教育の機会均等を図るため、各学校の教職員組織の充実と均衡化に努め、地

域差・学校差を是正する。 

（４） 教育水準の向上を図るため、長期的展望に立って、計画的に異動を実施する。 

（５） 新規採用教職員については、人材育成の観点及び学校間の教職員組織の均衡

を勘案して適切な配置に努める。 

（６） 役職定年後の教職員及び再任用職員については、豊かな経験を生かすととも

に、調和のとれた学校運営に資するため、適切な配置に努める。 

（７） 教職員の個々の能力、適性等を考慮し、積極的な登用に努める。 

（８） 障害のある教職員については、個々の障害の状況、能力、適性等を考慮し、

適切な配置に努める。 

 

２ 転任・転補 

（１）魅力ある学校づくりを推進するため、教職員の特性、能力、勤務実績及び職務

経験並びに各学校の教職員構成及び地域社会との関係を考慮して、適材を適時に

適所に配置する。 

（２）人事異動にあたっては、教職員組織の充実を図るため、学校間の教職員の性別、

年齢、教科等の構成の均衡に配慮する。 

（３）教職員の視野を広め職務経験を豊かにするとともに、学校の活力を高めるため、

新規採用後早期に複数校を経験するよう、積極的に異動を行う。 

（４）学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、同一校勤続年

数の長い者については、積極的に異動を行う。 

（５）配当定員に対して欠員を生ずる場合は、西部教育事務所、他市町村教育委員会

の協力を得て、その補充に努める。 

（６）配当定員に対して過員を生ずる場合は、その調整のための異動を優先するなど、

児童、生徒の減少に伴う人事を重点的に行う。 
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（７）校長、教頭及び主幹教諭については、学校の活性化を図るため、勤務の実績及

び能力等を考慮し、広域的な異動を行う。 

 

３ 期限付人事交流 

教員としての視野を広め資質の向上を図るとともに、児童、生徒一人ひとりの

教育的ニーズに応じて、適切な教育的指導・支援を行う特別支援教育の充実を目

指し、富士見市立小・中学校教員と富士見市立富士見特別支援学校教員との期限

付人事交流を積極的に行う。 
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令和８年度当初富士見市立学校教職員人事異動方針細部事項 

 

 令和８年度当初富士見市立学校教職員人事異動は、「令和８年度当初富

士見市教職員人事異動の方針」に基づき、次に掲げる各項目に従い実施す

る。 

 

１ 基本方針関係 

（１）新規採用教職員 

新規採用教職員の配置については、採用候補者名簿に登載された者

の中から、人材育成の観点及び学校間の教職員組織の均衡を勘案して

行う。 

（２）再任用職員 

再任用職員については、従前の勤務実績等に基づく選考により再任

用する。 

なお、再任用に当たっては、当分の間、退職時における勤務校を所

管する教育委員会の管内への配置を原則とする。ただし、これにより

難い場合は、広域的な異動により適切に配置を行う。 

（３）役職定年後の教職員 

   役職定年後の教職員は、当分の間、役職定年時における勤務校を所

管する市町村教育委員の管内への配置を原則とする。ただし、これに

より難い場合は、広域的な異動により適切に配置を行う。 

 

２ 転任・転補関係 

（１）転任・転補については、教職員の意向を把握し、人事異動方針及び

細部事項に基づいて行う。 

（２）教職員の視野を広げ、職務経験を豊かにするため、市町村間の異動

を積極的に行うとともに、校種間の人事交流に努める。 

（３）次の教員（教頭及び主幹教諭を除く。）、事務職員、学校栄養職員

については、原則として異動を行わない。 

ア 同一校在職３年未満の者 

イ 産休・育休等を取得中及び妊娠中の者 

ウ 休職中の者 

（４）経験豊かな教職員（教頭及び主幹教諭を除く。）の異動については、

各学校の教職員構成及び学校運営の適正化を図るため、計画的に推進

する。 

特に、教頭候補者名簿登載者の異動を積極的に行う。 
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（５）事務職員については、職務経験等を考慮した計画的、積極的な異動

を行う。 

特に、事務主幹については、同一校に複数配置をすることのないよ

う異動を行う。 

（６）学校栄養職員については、職務経験等を考慮し、計画的、積極的な

異動を行う。 

（７）新規採用の教員、事務職員及び学校栄養職員については、多様な経

験を積ませ、資質の向上を図るため、採用後６年以内に異動を行う。

その際、原則として他市町村間の異動を行う。 

（８）学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、教

員、事務職員及び学校栄養職員は、同一校在職１０年以内に異動を行

う。 

特に、７年以上の者については、積極的に異動を行う。 

（９）欠員を補充するための異動については、市町村間、教育事務所間、

校種間の異動も含め、重点的に行う。 

（10）過員を調整するための異動については、優先して行う。 

特に、市町村間、教育事務所間、校種間の異動も含め、重点的に行

う。 

また、小・中・特別支援学校間の異動については、資格及び特性等

を考慮して積極的に行う。 

（11）管理職の異動については、学校の効率的運営と適正な管理が行われ

るよう、年齢・経験年数・特性等を考慮して行う。 

また、原則として、校長・教頭の同時異動は行わない。 

（12）地域差・学校差の是正を図るため、校種及び学校規模等を配慮し、

市町村間・教育事務所間の異動を行う。 

（13）魅力ある学校づくりを推進するために、市町村間の異動に努める。 

（14）小中学校９年間を一貫した教育及び特別支援教育の推進を図るため

に、小・中・特別支援学校間の異動に努める。 

（15）教職員の異動については、個々の能力が十分に発揮できるよう配慮

する。 

（16）障害のある教職員の異動については、個々の障害の状況、能力、適

性等を考慮して行う。 

（17）教職員の心身の状況に応じて、可能な範囲で人事上の配慮を行う。 

（18）子育てや介護など、教職員の家庭状況に応じ、可能な範囲で人事上

の配慮を行う。 
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３ 期限付人事交流 

教員としての視野を広め資質の向上を図るとともに、児童生徒一人

ひとりの教育的ニーズに応じて、適切な教育的指導・支援を行う特別

支援教育の充実を目指し、別紙「令和８年度当初教員人事異動におけ

る富士見市立小・中学校教員と富士見市立富士見特別支援学校教員の

期限付人事交流に関する実施要領」に基づき、富士見市立小・中学校

教員と富士見市立富士見特別支援学校教員との期限付人事交流を積極

的に行う。 

 

４ その他 

（１）長期的展望に立った人事異動計画の立案と実施について 

教育委員会及び校長は、各学校の教職員構成の適正化に配慮し、長

期的展望に立った人事異動計画を立案する。 

（２）退職 

ア 定年退職については、職員の定年等に関する条例の定めるところ

によるものとする。 

イ 勧奨退職については、学校職員勧奨退職取扱要綱に定めるところ

によるものとする。 

令和７年度、退職の勧奨は原則行わない。ただし、勧奨退職制度

を廃止するものではないことから、退職を願い出た者の中で、当該

制度の趣旨に沿う場合には柔軟に対応する。 

なお、学校職員勧奨退職取扱要綱第２の「教育長が定める期日」

は、令和７年１２月８日とする。 

（３）降任 

ア 管理職の希望による降任については、「校長、副校長及び教頭の

希望による降任制度実施要綱」に基づき行う。 

イ 主幹教諭の希望による降任については、「校長、副校長及び教頭

の希望による降任制度実施要綱」に準じて行う。 
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令和８年度当初教員人事異動における富士見市立小・中学校教員と富

士見市立富士見特別支援学校教員の期限付人事交流に関する実施要領  

 

１ 趣旨  

この要領は、富士見市立小・中学校教員と富士見市立富士見特別支援学校教員の

人事交流を通して、教員としての視野を広め資質の向上を図るとともに、児童生

徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて、適切な教育的指導・支援を行う特別支援

教育の充実に資することを目的として、期限付人事交流に必要な事項を定めるも

のである。  

 

２ 交流の方法  

富士見市教育委員会(以下、「教育委員会」という)は、富士見市立小・中学校

(以下、「小・中学校」という)、富士見市立富士見特別支援学校(以下、「富士見

特別支援学校」という)との連携、協力を図り、校長から推薦された者の中から、

期限付人事交流の対象者を決定する。  

 

３ 交流の期間  

期間は、原則として３年とする。  

 

４ 交流対象者  

交流に基づく配属先となる学校に必要な小学校又は中学校の教諭の普通免許状を

所有し、異校種での勤務を希望する意欲のある教員のうち、校長の推薦に基づき、

教育委員会が適当と認めた者。  

 

５ 実施手続き  

（１）手続き  

ア 小・中学校の場合  

小・中学校長は、「富士見市立富士見特別支援学校との期限付人事交流推薦

書」（様式１－１小学校、様式１－２中学校）に推薦する人物の「人事に関す

る調書」の写しを添付し、教育委員会へ提出する。  

イ 富士見特別支援学校の場合  

富士見特別支援学校長は、「富士見市立小・中学校との期限付人事交流推薦

書」（様式２）に推薦する人物の「人事に関する調書」の写しを添付し、教育

委員会へ提出する。 

 

（２）提出期限  

   令和８年度当初人事関係書類提出日 

 

 

別紙 
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様式１－１（小学校） 

 

富士見市立富士見特別支援学校との期限付人事交流推薦書 

 

                                                  令和  年  月  日 

 

（宛先）富士見市教育委員会教育長    

 

 

富士見市立    小学校 

校 長          

 

                                    

 令和８年度当初人事における、富士見市立富士見特別支援学校との期限付人事交流

について、下記の職員を推薦いたします。 

 

記 

 

職名 氏  名 年齢 
勤務校 

年 数 

所   見 

(主な校務分掌・研修歴等） 
備考 
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様式１－２（中学校） 

 

富士見市立富士見特別支援学校との期限付人事交流推薦書 

 

                                                  令和  年  月  日 

 

（宛先）富士見市教育委員会教育長   

 

 

富士見市立    中学校 

校 長          

 

                                    

 令和８年度当初人事における、富士見市立富士見特別支援学校との期限付人事交流

について、下記の職員を推薦いたします。 

 

記 

 

職名 氏  名 年齢 教科 
勤務校 

年 数 

所    見 

(主な校務分掌・研修歴等） 
備考 
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様式２ 

 

富士見市立小・中学校との期限付人事交流推薦書 

 

                                                令和  年  月  日 

 

（宛先）富士見市教育委員会教育長   

 

                                   

                                  富士見市立富士見特別支援学校 

  校 長            

 

 

 令和８年度当初人事における、富士見市立小・中学校との期限付人事交流につい

て、下記の職員を推薦いたします。 

 

記 

 

職名 氏 名 年齢 学部 
勤務校 

年 数 

所  見 

(主な校務分掌・研修歴等） 

異動希望 

校 種 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項（１）資料 
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《令和 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査の結果について 

調査の目的 
 

・義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学

力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図

る。 

・学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。 

・教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

 
 

調査概要 
 

〇実施日   令和７年４月１４日(月)～１７日(木) 

 

〇調査対象  ①児童生徒：小学校６年生、中学校３年生 

②学校：小学校等（約 19,000 校）、中学校等（約 10,000 校） 

 

〇調査事項  ①児童生徒：教科調査〔国語、算数･数学、理科〕 

：質問調査 

②学校  ：質問調査 

 

〇調査問題  ・学習指導要領で育成を目指す、知識及び技能や思考力、判断

力、表現力等を問う問題を出題。 

       ・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問

調査を実施。 

 

〇その他   ・中学校理科でＣＢＴを導入 
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（令和７年度）     単位（％） 太字：全国値以上     （令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】令和６年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平均正答率（小学校） 
 

〇向上が見られる点 ●課題 

 

【全科目共通】 

●国語・算数・理科ともに全体の平均正答率は、県をやや下回っている。 

【国語】 

〇「情報の扱い方に関する事項」、「書くこと」の領域において、平均正答率が全国

を上回っており、全体の平均正答率においても全国とほぼ同等である。 

●「言葉の特徴や使い方に関する事項」の平均正答率が全国を約３％下回っている。 

【算数】 

〇「数と計算」「データの活用」の領域において、全国との平均正答率の差が小さい。 

●「図形」「測定」の領域において、平均正答率が他領域と比べて差があり、約３％

下回っている。 

【理科】 

〇Ａ区分「粒子」を柱とする領域において、おおむね同等の平均正答率であった。 

●Ｂ区分「生命」を柱とする領域において、平均正答率が全国を約３％下回ってい

る。 

【考察】 

◎小・中学校ともに国語の「言葉の特徴や使い方に関する事項」に課題が見られる

が、漢字や文法を覚えるのみでなく、授業の中で活用することで定着を図りたい。 

◎小学校算数の「図形」「測定」については、課題解決の際に、量についての実感を

伴わせる授業展開が求められる。 
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令和７年度      単位（％） 太字：全国値以上     令和６年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国語】 

〇全国の平均正答率より高く、県とは同等である。 

〇「読むこと」の領域の平均正答率が、全国と県を上回っている。 

●「言葉の特徴や使い方に関する事項」の平均正答率が全国をやや下回っている。 

【数学】 

〇全国・県の平均正答率を上回っている。 

〇すべての項目の平均正答率が、全国よりも高い。 

〇「図形」の領域の平均正答率が、全国と県と比較し最も上回っている。 

 （全国より４．７％高い、県より２．５％高い） 

【理科】 

〇全国、県の平均正答率と同等である。 

●「生命」を柱とする領域の平均正答率が、すべて全国、県より最も下回ってい

る。 

① 平均正答率（中学校）※理科のみＩＲＴスコア 
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②平均正答率の経年変化（令和４～７年度） 

●小学校は、全国平均正答率に届いていない状況がある。 

〇小学校は、令和５、６年度に比べ、令和７年度は全国平均値との差が縮まって

いる。 

〇中学校は、令和５年度以降全国平均正答率を超えてきている。 

●中学校は、理科において、全国平均正答率に届いていない状況がある。 

【考察】 

◎経年変化から、中学校では、学力の定着に一定の成果が見られる。小学校におい

ては、本年度、全国との差が縮まった。今後、学力向上に係る学校の取組におい

て、成果のあった実践を明らかにし、共有・継続できるよう支援に努めていく。 
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【小学校】 

〇令和７年度の平均無回答率は、全国平均より高いものの、過去３年に比べて全

国との差が縮まっている。 

●国語の無回答率が高い傾向がある。 

【中学校】 

〇全国・県の平均無回答率より低い。 

〇過去４年間を含め、全国の平均無回答率より低い。 

 

③無回答率 経年変化 

【考察】 

◎無回答率については、中学校の結果から学力との相関が見られている。指導にあ

たっては、粘り強く課題解決させるとともに、リーディングスキルの向上が求め

られる。 
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１「当てはまる」２「どちらかといえば、当てはまる」 

３「どちらかといえば、当てはまらない」４「当てはまらない」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④質問紙の傾向（小学校） 
 

※選択肢の１・２を合わせた値を比較（本市〇％、全国〇％） 

〇【全国値より本市の数値が高いもしくは近似値のもの】 

●【全国値より本市の数値が低く差が大きいもの】 

（ ）内は、質問番号                    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇規則正しい生活習慣が築けている児童が多い。 

 →（１）「朝食を毎日食べていますか」       （本市 93.4%、全国 93.7%） 

  →（２）「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」 (本市 85.1%、全国 81.9%) 

→（３）「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」(本市 90.9%、全国 91.0%) 

 

〇「困っている人を助けたい」と感じている児童が多い。 

→（８）「人が困っているときは進んで助けていますか」(本市 91.9%、全国 93.7%) 
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〇勉強の大切さを理解している児童が多い。 

→（４７）「国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思

いますか」                (本市 87.6%、全国 90.4%) 

→（５５）「算数の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思

いますか」               (本市 91.7%、全国 91.6%) 

 

〇課題解決への筋道を立てて、友達と協力しながら授業や学校生活を過ごす児童が

多い。 

→（３９）「授業や学校生活では、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに

協力しながら課題の解決に取り組んでいますか」 

  (本市 91.0%、全国 91.9%) 

→（４０）「総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、

調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んでいますか」 

(本市 82.5%、全国 82.3%) 

→（４１）「あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、

互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていますか」 

(本市 86.2%、全国 83.3%) 

 

 

●先生からの関わりが信頼を高めている様子が伺えるが、困りごとがある時に相談

できない状況がある。 

→（１０）「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談で

きますか」               (本市 64.6%、全国 70.6%) 

（参考）（６）「先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思いますか」 

(本市 93.7%、全国 92.2%) 

 

●算数の学習は役に立つと考えているが、算数が好きでない部分がある。 

→（５３）「算数の勉強は好きですか」         (本市 52.7%、全国 57.9%) 

（参考）（５５）「算数の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思

いますか」              (本市 91.7%、全国 91.6%) 

 

●地域や社会への関心が薄いところがある。 

→（２７）「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」 

(本市 77.1%、全国 81.3%) 
 

④質問紙の傾向（小学校） 
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④質問紙の傾向（中学校） 
 

※選択肢の１・２を合わせた値を比較（本市〇％、全国〇％） 

〇【全国値より本市の数値が高いもしくは近似値のもの】 

●【全国値より本市の数値が低く差が大きいもの】                     

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇規則正しい生活習慣が築けている生徒が多い。 

 →（１）「朝食を毎日食べていますか」        (本市 90.8%、全国 91.2%） 

→（２）「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」 (本市 81.4%、全国 81.0%) 

 

〇教師と生徒がよりよい信頼関係を築けている。 

 →（６）「先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思いますか」 

(本市 93.7%、全国 92.2%) 

→（３８）「先生は、授業やテストで間違えたところや、理解していないところに

ついて、分かるまで教えてくれていると思いますか」  

(本市 84.7%、全国 83.8%) 
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④質問紙の傾向（中学校） 
 

〇友人関係が良好であり、それが学校生活に生きている。 

 →（１４）「友達関係に満足していますか」    (本市 91.0％、全国 91.4％) 

  →（３５）「学級の生徒との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、

新たな考え方に気付いたりすることができていますか」 

(本市 85.7％、全国 84.7％) 

 →（３９）「授業や学校生活では、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに

協力しながら課題の解決に取り組んでいますか」 

  (本市 91.7％、全国 91.9％) 

→（４１）「あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級活動で話し合

い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていますか」 

(本市 86.0％、全国 84.3％) 

〇国語の学習が将来役立つと考えている生徒が多い。 

→（４７）「国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思

いますか」               (本市 89.9%、全国 88.3%) 

〇道徳の授業で、考え、話し合おうとする意識が高い。 

→（４３）「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合っ

たりする活動に取り組んでいますか」     (本市 93.7%、全国 91.5%) 

 

● 学習内容と社会生活との関連が弱い。 

→（５５）「数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思

いますか」                            (本市 72.9%、全国 75.2%) 

→（６３）「理科の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思

いますか」                           (本市 59.0%、全国 63.4%) 

→（６５）「理科の授業で学習した知識を普段の生活の中で活用できていますか」 

(本市 51.1%、全国 54.7%) 

→（６６）「理科の授業で学習した考え方を普段の生活の中で活用できていますか」 

(本市 46.7%、全国 50.7%) 

●タブレットなどのＩＣＴ機器の活用率が全国に比べ低い。 

→（２８）「1、2年生のときに受けた授業で、PC・タブレットなどの ICT 機器を、

どの程度使用しましたか」        (本市 28.7％、全国 53.2％) 

→（２９－３）「あなたは自分が PC・タブレットなどの ICT 機器を使って情報を整

理する（図、表、グラフ、思考ツールなどを使ってまとめる）こと

ができると思いますか」       (本市 53.0%、全国 63.3%) 
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【小学校】 

【中学校】                     ※（当てはまる）のみの値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤各種指標となっている質問紙調査項目（令和４～７年度） 
 

〇（５）自己肯定感が徐々に高まってきている傾向が見られる。 

●（９）いじめを否定する態度に課題が感じられる。 

〇（６）教師支援を肯定的に捉えている児童・生徒が増加してきている。 

●（２８）ＩＣＴ機器活用率が全国値より低い傾向が続いている。 

〇（５６）（５４）算数・数学の学習に対して、有用性を感じられてきている。 

〇（数１）算数・数学の問題に対して、粘り強く取り組む姿勢が見られてきている。 
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【考察】 

◎（６）小・中学校において、教師への信頼感が高いことは評価できる。 

（５５）中学校において、学習の有用性を感じられていないことに課題がみられ

るため、体験的な活動や主体的な学びを着実に実践していくことが求められる。 

◎本市で重要指標としている自己肯定感の高まりについて、徐々に向上が見られて

いる。知識・技能では図れない生きる力の土台として、学習方略や非認知能力と

ともに大事な資質・能力として児童生徒に育んでいく。 
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⑥質問紙と学力との相関がみられる項目 

(１)課題の解決に向けて、自分で考え、学び方を自分で工夫している児童生徒は、

平均正答率が高い。 

当てはまる  どちらかと言えば どちらかと言えば 当てはまらない 

当てはまる    当てはまらない 
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(２)総合的な学習の時間に、主体的に課題解決を進め、調べたことを発表する学

習活動に取り組む児童は、平均正答率が高い。 

⑥質問紙と学力との相関がみられる項目 
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(３)学習した内容について、振り返りを通して、次の学習につなげている児童生

徒は、平均正答率が高い。 

⑥質問紙と学力との相関がみられる項目 

【考察】 

◎（３）学習活動を振り返り、何がわかって、何がわからなかったかを整理して、

次の授業に生かしていくことが、学力向上につながると考える。 
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(４)算数・数学の授業で、考え方を説明する活動をよく行っている児童生徒は、

平均正答率が高い。 

⑥質問紙と学力との相関がみられる項目 

【考察】 

◎（１）～（４）のクロス集計結果より、主体的・対話的で深い学びを実践するこ

とが、学力向上に欠かせないことが明らかである。自立した学習者となるには、

課題設定から、課題解決、まとめ、振り返りを児童生徒中心に授業展開を図る必

要がある。 
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(５)読書が好きな児童生徒は、平均正答率が高い。 

⑥質問紙と学力との相関がみられる項目 

【考察】 

◎（５）読書量と学力の相関があり、文章から自己の考えをもったり、筆者の意図

を捉えたりする活動は、思考力向上につながると考える。 



報告事項（２）資料 

1 
 

《令和 7年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県学力・学習状況調査の結果について 

調査の目的 

 

本県の児童生徒の学力や学習に関する事項等を把握することで、教育施策や指

導の工夫改善を図り、児童生徒一人一人の学力を確実に伸ばす教育を推進する 

 

調査概要 

 

〇実施日   令和７年４月３０日(水)、５月１日(木)、５月８日（木） 

 

〇調査対象  ①児童生徒：小学校４、５、６年生、中学校１、２、３年生 

②学校：小学校等（約６８９校）、中学校等（約３５５校） 

 

〇調査事項  ①児童生徒：教科調査〔国語、算数･数学、英語（中２、中３）〕 

：質問調査 

②学校  ：質問調査 

 

〇調査問題  ・学習指導要領に示された内容のうち調査する各学年の前学年ま

での内容 

       ・学習意欲、学習方法及び生活習慣等に関する事項 

 

〇その他   ・小学校４年から中学校３年まで個人番号で管理し、児童生徒の

学力の伸びの経年変化を確認できるため、全国学力・学習状況

調査にはない「一人ひとりの学力がどれだけ伸びているのか」

という視点で分析が可能である。 

       ・令和６年度より全面ＣＢＴによる実施となった。 
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県平均より高いまたは同等の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平均正答率（小学校） 

〇向上が見られた点 ●課題点 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●全体の平均正答率においては、国語・算数ともに小学校全学年で県平均を下回

っている。 

〇国語においては、小５小６で「読む」の領域が県平均を上回っている。  

●国語においては、小４で「言葉の特徴・使い方」「話す・聞く・書く」の領域に

課題がみられる。 

〇算数においては、小５で「数と計算」「図形」の領域が県と同等である。 

●算数においては、小６で「変化と関係」「データの活用」の領域に課題がみられ

る。 
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① 平均正答率（中学校） 

 

〇全体の平均正答率においては、中２、中３で数学・英語の教科が県平均とくらべ

て同等以上となっている。 

〇国語においては、中２、中３で、「話す・聞く・書く」の領域が県平均を上回って

いる。 

●国語においては、中１で「言葉の特徴・使い方」の領域に課題がみられる。 

〇数学においては、中２、中３で「数と計算」の領域が県平均を上回っている。  

●数学においては、中 1 で「変化と関係」「データの活用」の領域に課題がみられ

る。 

〇英語においては、中 2、中３で「読む」の領域が県平均を上回っている。 

【考察】 

◎小・中学校ともに国語の「言葉の特徴・使い方」に課題が見られるが、基礎的な

ドリル学習での習得を目指すのではなく、「読むこと」に関連付ける等の学習展開

の中で定着を図りたい。 

◎中２、中３で学力が県と同等以上になっている根拠を明らかにし、質問紙調査と

関連付けながら、小中連携の視点から、学力向上を目指したい。 
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②解答時間 

 

・小学校で、国語「言葉の特徴・使い方」算数「数と計算」「図形」の解答に時間

がかかっている。 

・中学校で、おおむね解答時間が県より短い。 

●小学校・中学校ともに、見直しの時間が短い。 

【考察】 

◎平均正答率が低い問題において、時間がかかっているが、粘り強く取り組んでい

る姿勢でもある。 

◎見直し時間が短いことは、改善が求められるが、授業において、振り返りや自己

評価の時間を設定していくことが大切になる。 
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〇国語において、小 5、中 2で、数学において、中 2で県の伸びを上回っている。 

●数学において、中 3で県の伸びを下回っている。 

〇小学校・中学校ともに、伸びの合計の値が、県を上回っている。 

③学力のレベルと伸び（令和２～７年度） 
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④学力を伸ばした児童生徒 

〇令和７年度は、学力を伸ばした児童生徒の割合が、多くの項目で県を上回って

いる。 

〇中３の国語・数学で、３年連続（令和５年度中２、令和４年度中１）県の伸ばし

た割合を上回っている。 

●小６の算数で、２年連続（令和５年度小５）県の伸ばした割合を下回っている。 

 

 

【考察】 

◎学力レベルと伸びを見ると、令和７年度は、国語の伸びが顕著に見られており、

平均正答率は県に届いていないものの、昨年度学力を伸ばせなかった児童生徒

が県のレベルに近づいた結果が見て取れる。 

◎学力を伸ばした児童生徒の割合を見ると、全面ＣＢＴ化の影響を受けた令和６

年度に伸ばしきれなかった児童生徒が、令和７年度は、着実に学力を結果が表れ

ている。 
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⑤学力の伸び 

〇小学校・中学校ともに、令和６年度に低下した伸びが令和７年度に回復してい

る。 

〇中１、中２で、令和７年度の伸び幅が大きい。 

●小６算数の上位層、中位層の伸びが県より小さい。 
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⑥学習方略・非認知能力 

〇小学校・中学校ともに、努力調整方略が県と同等である。 

〇小６、中１、中２で、学習方略の変化量が県を上回っている。 

●小学校・中学校ともに、主体的な学びが県を下回っている。 

●小５、中３で、学習方略の変化量に課題がみられる。 

【考察】 

◎主体的・対話的で深い学びを通して、学習方略を身に付けることができるととも

に、日々の学級での活動の中で非認知能力が向上するとされる。これらの力は、

子どもたちの将来にわたって、社会で生きて働く力であり、児童生徒へ育むべき

力として意識して指導にあたる必要がある。今後も、主体的・対話的で深い学び

の視点に立った授業改善に努めるとともに、特別活動をはじめとして教育活動

全体で取り組んでいく必要がある。 
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【参考資料】 

 

 

⑥学習方略・非認知能力 
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⑦質問紙調査 
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〇勉強する理由「勉強することが楽しい、好き」と回答した割合が、小４、小

５、中３で県を上回っている。 

〇「自分には、よいところがありますか」と回答した割合が、小６で県を上回っ

ている。 

〇「将来の夢や目標をもっていますか」と回答した割合が、小４で県を上回って

いる。 

○「（前学級の）学級での生活は楽しかった」「（前学級の）友達は自分のよいと

ころを認めてくれた」は、9割程度の児童生徒が好意的な回答をしている。 

〇「（前学級の）先生は、自分のよいところを認めてくれた」「（前学級の）先生

は、授業やテストで分からなかったことなどを分かるまで教えてくれた」は、

8割程度の児童生徒が好意的な回答をしている。 

〇「グループやペアで、話し合ったり、意見を出し合ったりして課題を解決し

た」と回答した割合が、小６で県を上回っている。 

〇テレビゲームや携帯電話（スマートフォン）を使う時は、家族と約束を決め

て、よく守っていると回答している。 

●「難しいことでも、失敗を恐れずに挑戦している」と回答した割合が、全学年

で県を下回っている。 

●「今住んでいる県や市町村の歴史や自然に関心をもっている」と回答した割合

が、全学年で県を下回っている。 

●「授業の終わりに、授業で学んだことを振り返り、自分がわかったことやわか

らなかったことを理解した」と回答した割合が、全学年で県を下回っている。 

●国語、算数・数学の授業で、パソコンやタブレットを週 1～2回程度以上使っ

ている割合は、全学年で県を下回っている。 

【考察】 

◎自己肯定感や自己実現に関わる問いについて、県平均値を上回る学年が出てき

ており、引き続き、本市の重点として、児童生徒の自尊感情を高めていく指導を

継続していく。 

◎学級での生活や友人支援が高い傾向にあることを強みに、集団の良さを生かし、

対話的な学びを通して、学力向上につなげていく。 

◎振り返りの実施が少ない状況が課題であるが、主体的な学びを補完するものと

して、学び方を自己調整し、学習内容の定着を図る視点をもって、継続的に実施

してくことが求められる。 

 

⑦質問紙調査 
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⑧規律ある態度 

○全 72 項目（6学年、12 項目）中、60 項目において「できる・だいたいできる」

と回答している割合が 80％を超えている。 

○「登校時刻」「あいさつ」「返事」「ていねいな言葉づかい」「やさしい言葉づか

い」「学習準備」「話を聞き発表する」は、３つ以上の学年で前年度の割合より高

くなっている。 

●「登校時刻」以外は、多くの学年で県を下回っている。 

 

 【考察】 

◎学校での生活態度は、おおむね良好である様子が見られ、日ごろの生徒指導の効

果があるといえる。 

◎整理整頓をはじめ、児童生徒の実態をとらえ、各校において根気強く指導を継続

していく必要がある。 

 



報告事項（３）資料 

令和７年度富士見市いじめのない学校づくり子ども会議の報告について 

 

１ 実 施 日 令和７年７月２２日（火） 

 

２ 会 場 針ケ谷コミュニティセンター 

 

３ 参 加 者 

・来    賓：市長、富士見市議会議長、いじめのない学校づくり委員会委員 

・市役所関係者：教育長、教育委員、子ども未来部長、子育て支援課長、 

子ども未来応援センター所長、教育部長、学校統括監、学校教育課職員 

教育相談室長、教育相談室副室長 

・学校関係者：学校長、担当教諭、市内小中学校の代表児童生徒 

 

４ 内 容  

   市内小中学校の代表児童生徒が６年ぶりに

一同に会し会議を行った。いじめのない学校づ

くりに向けて、各学校でこれまで行ってきた効

果のあった取組について情報交換を行うとと

もに、小中学校で連携して取り組むことについ

て検討した。話し合いの内容を自校での取り組

みに生かせるよう、一人一人が真剣に話し合い

に参加していた。 

 

≪当日の流れ≫ 

（１）開会セレモニー 

（２）ディスカッション（小学校３グループ・中学校２グループに分かれて協議） 

（３）中学校区に分かれて協議 

テーマ「子ども宣言を振り返り、いじめのない学校づくりに向けて」 

～まわりで起きるいじめをなくすために、何ができるか考えよう～ 

話し合い①まわりで起きるいじめをなくすために、何ができるか考えよう。 

話し合い②中学校区で共通して取り組みたいものを決めよう。 

   （４）話し合った内容の報告（中学校区ごと） 

（５）閉会セレモニー 

 

５ 今後の取組 

 今回、話し合った中で出てきた「いじめを他人ごとにしな

い・させない」「見ているだけでなく、支える気持ちをもつ」

等のキャッチフレーズや「あいさつ運動」「レクリエーション」

等のいじめをなくすための取組を基に、各学校において一人

ひとりが当事者意識をもった取組に広げていく。 

【中学校区ごとの話し合いの様子】 

【集合写真】 



報告事項（４）資料 
令和７年度イングリッシュサマーキャンプ及び英検補助金の取組状況について 

１ イングリッシュサマーキャンプ 

（１）概要 

対  象：市内在住かつ在学の小学３・５年生 

    会  場：ふじみ野交流センター、鶴瀬西交流センター 

開催方法：午前コース（９:３０～１２:００）と午後コース（１４:００～１６：３０） 

に分け２日間にわたり開催 

開催日時：３年生（７月２４・２５日、３０・３１日）、５年生（７月２８・２９日） 

内  容：ＡＥＴを講師として、英語のみでの会話やゲーム、クイズや工作などをとお

して、英語に親しむ。 

参加費 ：３年生（２００円）、５年生（５００円） 

（２）参加状況 

 

 

 
 
（３）主な成果と課題 

児童は、ゲームや工作等の様々なアクティビティを通じて、７名のＡＥＴとともに楽

しみながら英語に触れることができた。アンケートからは「また参加したい」、「楽しん

で英語を話すことができた」など、肯定的な意見が多く、高い満足度が得られ、英語学

習への意欲やコミュニケーション能力の向上に繋がった。エアコンの効いた室内の活動

ではあるが、体を動かす場面も多いことから、熱中症対策には引き続き注意が必要であ

る。 

（４）活動の様子 

  

 

 

 

 

 

       

２ 英語検定補助金について 

（１）概要 

対象：市内在住又は在学の小学６年生（５級以上）、中学１年生（４級以上） 

中学２・３年生（３級以上） ※令和５年度より対象拡大 

    内容：児童生徒 1人につき、受検費用１，０００円補助（同一年度内に１回まで） 

（２）申請実績（令和５年度～令和７年度） ※令和７年度は、令和７年８月３１日現在 

 小学６年生 中学１年生 中学２年生 中学３年生 

令和５年度 ４７名 ５４名 ５６名 ７２名 

令和６年度 ６７名 ３４名 ５４名 ５７名 

令和７年度 １７名 ９名 １０名 ３７名 

（３）主な成果と課題 

    中学校３年生レベルの３級にとどまらず、準２級、２級、準一級の上位の級に挑戦する

生徒が増えてきた。全体での申請実績は伸びていないため、来年度に向けて制度設計を見

直し、児童生徒、保護者の英語学習への意欲向上につなげていきたいと考える。 

 募集人数 応募人数 決定人数 実参加人数 

３年生 ８０名 ７９名 ７９名 ７３名 

５年生 ４０名 ５２名 ４０名 ３６名 

【グリーティング】 【ポイントゲーム】 【カード釣りゲーム】 



報告事項（５）資料 

1 

 

第３回小学生ロボコン・富士見市大会について 

 

１ 概要 

目  的：小学校で実践しているＳＴＥＭ教育で身に付けた課題解決力や論理的思考

力、創造性などを活用する機会を提供することで、さらなる学習意欲の向上

や課題解決力等の育成をする。 

対  象：市内在住・在学の小学生 

開催方法：小学生ロボコン２０２５全国共通予選会のルールに則り、競技を行い、得点

を競う。１位の児童は、小学生ロボコンの全国大会出場の権利が得られる。 

表  彰：得点によって決まる１～３位、ロボットのアイデア等によって決まる市長

賞、教育長賞、デザイン賞、機構賞。 

開催日時：令和７年８月３０日（土）１０時～１３時１５分 

会  場：富士見市立総合体育館 ２階 サブアリーナ 

参 加 費：１，０００円 

 

２ 大会の様子 

① ルール（ミッション） 

自作のロボットを使って指定の競技フィールドの中でミッションの達成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 土台（紙コップ）を運ぶこと、その土台に橋（割りばし）をかけることで得点になります。 

② 参加者の様子 

スタート時      競技中          採点時 
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③ 参加状況 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

説明会参加人数 ４２名 ５４名 ２６名 

申込人数 ４２名 ５１名 ３４名 

参加人数 ２７名 ３４名 ２８名 

初参加人数 ２７名 ２１名 １５名 

④ ロボットの様子 

【優勝ロボット】                 【教育長賞ロボット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【機構賞ロボット】                 【市長賞ロボット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主な成果と課題 

〈成果〉 

・ 参加者それぞれが、得点を取るためにどうしたらよいかアイデアを練り、それを実現

させるための機構を工夫しただけでなく、自分の気に入ったデザインのロボットを作

ったり、操作しやすいロボットにしたりするために試行錯誤した結果を見ることがで

きた。 

・ 参加者の１５人が小学生ロボコン初出場であったが、それぞれのアイデアを生か

したロボットを作り、競技を楽しむことができた。 

・ 競技終了後、参加者同士が作成したロボットを見合う時間を作り、お互いにロボ

ットの動作を見たり、機構やデザインについて質問したりするなどして交流する

ことができた。 

〈課題〉 

・ 昨年と比べ申込人数及び参加人数が減少しているので、参加したくなるような動

機付けが必要である。 

・ 説明会に参加しただけでは大会に出場できるロボットを作るまでには至らず、申

し込みを辞退した児童もいた。参加したい意欲を生かすことができるようなサポ

ートの在り方も検討する必要がある。 

 

ペンギンに模したロボット

のくちばしが上下すること

で、くちばしの中に紙コップ

が収まり、安定した状態で運

ぶことができていた。 

ピンク色の鳥をイメージし

た外装だけでなく、土台（紙

コップ）をしっかり掴むため

の爪を作成していた。 

 

土台の上にベルトコンベ

アの機構を使って橋（割り

ばし）をスムーズに乗せる

アイデアが光っていた。 

橋を架ける時に中央の台

が上下する機構になって

いて安定して橋を架ける

ことができた。 



報告事項（６）資料 
 

その他 

・社会科展の開催について 

 


